土地賃貸契約書（更新）
　賃貸人 　　　Ａ　　　（以下「甲」という。）と賃借人 　　　Ｂ　　　（以下「乙」という）とは後記表示物件（以下「本物件」という。）につき、次のとおり土地賃貸借契約（以下「本契約」という）を締結した。
（目的）

第1条 　甲は、本件土地を自己居住用の現有建物（非堅固）所有を目的として乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。

（賃料）

第2条 　乙は本件土地を賃料１カ月金　○○○○○円にて借受け、乙は毎月末
日までに翌月分を、甲の指定する銀行口座に振込により送金して支払うものとする。なお、送金手数料は乙の負担とする。

（賃貸借期間）

第３条　賃貸借期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日迄の２０年間とする。

（乙の禁止事項）

第４条　乙は、事前に甲の書面による承諾を受けなければ、次の行為を行ってはならない。

1 第１条の現況用途、及び使用状況を変更すること。

2 取得後の使用可能な補修工事を除き、本件土地上の建物を増築、改築、または再築すること。

3 土地賃借権（借地権）を第三者に譲渡し、または本物件を第三者に転貸すること。その他名目の如何を問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をすること。

（解除約款）

第５条１　乙が３カ月以上の賃料の支払いを怠ったときは、甲は催告の上、本契約を解除することが出来る。

　　　２　乙が次のいずれかに該当し、甲、乙間の信頼関係を破壊する程度に達したときは、甲は催告なく直ちに本契約を解除することが出来る。

1 賃料の支払いをしばしば遅延したとき。

2 前各号の他、本契約の規定に違反したとき。

3 強制執行、保全処分の申し立てを受けたとき、及び自らが破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申し立てを為したとき。

4 手形、小切手の不渡りにより、銀行等から取引停止処分を受け、もしくは支払不能状態に陥ったとき。

（土地の明渡）

第６条　本契約が期間満了、合意解約、解除その他の事由により終了したとき
は、乙は甲に対し、直ちに建物、工作物、設置物、埋蔵物などを乙の費
用負担により収去し、本件土地を更地にして明け渡さねばならない。

（使用損害金）

第７条　乙が前条に定めた明け渡しを為さない場合は、乙は甲に対し、契約の
終了の翌日から明け渡しが済むまで、賃料の３倍の使用損害金を付加し
て支払わなければならない。

（遅延損害金）

第８条　乙が甲に対し、第２条の賃料その他本契約に基づく金員の支払を怠っ
たときは、または遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至る
まで年１８％の割合による遅延損害金を付加して支払わなければなら
ない。

（賃料の改定）

第９条　本契約の賃料が物価の変動、公租公課の増額あるいは近隣の賃料に比
較して、不相当になった時は、甲は賃料の増額の請求をすることができ
るものとする。

（契約更新）

第10条　賃貸借契約期間満了後、本契約を更新する場合は、乙は更地評価額（路線価）に対して５％に相当する更新料を支払うものとする。

（当事者変更と特定）

第11条１　甲乙双方は本契約の期間中において、甲所有の本件土地または乙所有の建物について相続、贈与、譲渡、物納等の原因による所有名義人の変更が生じたときは、速やかに相手方に対し名義変更の通知を書面にて行ない、名義変更後の登記簿謄本を交付し、本契約書末尾の賃貸人または賃借人の名義書換を行わなければならない。

　　　 ２　前項に定めた通知書の送達前に甲及び乙が各々の相手方に対して行った意思表示または債務の履行は、当然にその承継人に対しその効果を主張できるものとし、名義変更を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

（境界確認と物納手続き）

第12条　乙は、本件土地の賃貸借期間内に、乙所有土地または本件土地に隣

接する甲所有土地の測量のために「境界立会同意書」などへの署名押印および印鑑証明書の交付を甲から求められたとき、あるいは甲において相続が発生し、甲の相続人が相続税納付のために本件土地またはこれに隣接する甲所有の土地を物納する必要が生じ、甲の相続人から「地積測量図」、「賃借地の境界確認書」などへ署名押印および印鑑証明書の交付を求められたときは、速やかに無償にてこれに協力しなければならない。

（開発・収用等）

第13条　当該地における道路等の収用または開発等においてその計画が決定
された場合に於いて甲乙はその協議に応じ協力の義務を負うものと
する。

　また、前者以外において甲、乙相互の本件土地の利用状況に変化をもたらすような状況が起きた場合は甲乙協議により新たな取り決めを行うものとする。

（合意管轄裁判所）

第14条　甲及び乙は本契約に基づく紛争については、本物件の所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

（その他）

第15条　本契約書に定めのない事項については、当事者は関係法規ならびに慣習に従い、誠意を持って協議の上善処するものとする。

　本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、各当事者各々記名押印の上、各自その一通を保有する。

【賃貸借物件の表示】

　　所　　　在　　東京都○○区○○　○丁目

　　地　　　番　　○○○番○の一部
　　地　　　目　　宅地

　　賃貸借面積　　○○○㎡のうち○○㎡

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　住　所

（甲）賃貸人

　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　住　所

（乙）賃借人

　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　緊急連絡人
　　　　　　　　　　　　　住　所

立会人

　　　　　　　　　　　　氏　名

